
火
災
予
防

の
増
え
る
季
節
を
迎
え
ま
す
。

「
も
う
い
い
か
い　
火
を
消
す
ま
で
は　
ま
あ
だ
だ
よ
」

し
ま
し
ょ
う
。

火災・救急のときは 119 番通報

　
例
年
12
月
か
ら
３
月
に
か
け
て
、
火
災
発
生
件
数
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
ま
す
。

　
建
物
火
災
の
半
数
以
上
が
住
宅
火
災
で
、
そ
の
発
火
源
は
、
多
い
順
に
「
こ
ん
ろ
」、「
た

ば
こ
」、「
電
気
器
具
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
火
災
を
起
こ
さ
な
い
た
め
に
は
、
日
頃
か

ら
家
庭
や
地
域
で
火
災
予
防
に
努
め
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
な
お
、
毎
年
住
宅
火
災
に
よ
る
死
亡
者
数
は
１
，
０
０
０
人
を
超
え
、
約
７
割

が
65
歳
以
上
の
高
齢
者
で
す
。
高
齢
者
の
み
な
さ
ん
は
特
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

（
参
考
：
消
防
庁
予
防
課
「
火
災
の
実
態
に
つ
い
て
（
平
成
24
年
中
）」）

消防法により、すべての住宅に住宅用
火災警報器等の設置が義務付けられて
います。
　平成 17 年の消防法の改正により、住宅
用火災警報器の設置が義務化されました。
　既存住宅についても設置が必要です。

メール配信サービスをご利用ください！
　市では、①火災等情報、②不審者情報、③イベント情報、
④防災無線情報のメール配信サービスを行っています。
　ご登録は、下記のＵＲＬからできます。

【携帯電話】
http://www.city.chikusei.lg.jp/mail_service/mobile/

【パソコン・スマートフォン】
http://www.city.chikusei.lg.jp/mail_service/

通
報
は
落
ち
着
い
て
！

　
１
１
９
番
を
す
る
と
き
は
、
場
所
、
近
く
の
目
標
物
、

状
況
、「
火
災
」
か
「
救
急
」
か
を
落
ち
着
い
て
は
っ

き
り
と
正
確
に
告
げ
て
く
だ
さ
い
。

一
般
電
話
か
ら
１
１
９
番
通
報
す
る
場
合

　
消
防
本
部
内
に
あ
る
通
信
指
令
室
に
接
続
さ
れ
、
そ

の
後
、
災
害
現
場
に
近
い
消
防
署
（
分
署
）、
出
張
所

に
出
動
指
令
が
か
か
り
ま
す
。

【
通
報
の
流
れ
】

①
火
災
か
救
急
か
を
伝
え
る

②
要
請
場
所
の
住
所
・
氏
名
・
目
標
物
等
を
伝
え
る

③
交
通
事
故
等
の
場
合
は
所
在
、
道
路
名
、
目
標
等

　
（
交
差
点
名
や
付
近
の
著
名
な
建
物
等
を
告
げ
る
と

救
急
隊
も
到
着
し
や
す
い
）
を
伝
え
る

④
見
た
ま
ま
の
状
況
を
伝
え
る

⑤
電
話
を
し
て
い
る
本
人
の
氏
名
と
電
話
番
号
を
伝
え

る
救
急
・
災
害
情
報
テ
レ
フ
ォ
ン
サ
ー
ビ
ス

休
日
・
夜
間
・
祭
日
の
医
療
、
火
災
・
救
助
の
情
報
は

テ
レ
フ
ォ
ン
サ
ー
ビ
ス
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

☎
25
ー
０
１
１
１

家庭での備え
◉消火器等の準備…火を使うところに消火器
　や消火バケツを用意したり、お風呂に水を
　ためておく。
◉家族防災会議の開催…いざというときの家 
　族の役割分担や避難場所の確認を行う。

災害が起きたら
◉ご近所との協力…ご近所と情報の確認をし
　合いながら、高齢者世帯の安全の確認など
　の自主防災活動を行う。
◉避難所への避難…避難勧告・指示があった
　場合や身の危険を感じるような場合は、最
　寄りの避難所に避難する。

(

全
国
統
一
火
災
予
防
標
語)
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　「自主防災組織」とは、各自治会単位で結成し、「自分たちのまちは自分たちで
守る」という防災意識と強い連帯感を持ち、地域のみなさんが自ら防災活動を行
う組織です。
　大規模な災害が発生すると、個人や家族の力だけでは対応に限界があり、危険
や困難を伴う場合があります。また、市役所などの行政機関や消防機関も被災し
十分な支援活動を受けられなくなることが予想されます。
　このようなときは、国や県、市の対応（公助）や、自分の身を自分の努力によっ
て守る（自助）だけでなく、普段から顔を合わせている地域や近隣の人々が集まっ
て、防災活動に組織的に取り組むこと（共助）が必要となります。

自
主
防
災
組
織

◉電話が不通になるなど、緊急通報が困難になる
◉防災機関自体も被災する場合もある
◉交通渋滞、道路被害等により災害に急行できないこともある
◉同時に各地で多くのけが人や火災が発生するため、すべてに手
　が回らない
◉水道管の破損や停電により断水、防火貯水槽の破損などで消火
　活動が十分行えなくなる

を
つ
く
り
、
地
域
の
防
災
意
識
を

高
め
ま
せ
ん
か
？

日頃から地域のみなさんが一緒になって
防災活動に取り組むための組織です。

自主防災組織を結成し、災害発生時の役割分担などの体制を整
え、災害時要援護者や避難経路の情報を共有しましょう。

自主防災訓練の様子

自主防災組織結成補助金制度

【富士見町自主防災会】
◀
初
期
消
火
訓
練
の
様
子

▶
Ａ
Ｅ
Ｄ
訓
練
の
様
子

◆補助の対象経費（限度額：20万円  ※１回限り）
消火器、発電機、投光器、救急用品、担架、
ヘルメット、バケツ、備蓄食料など

問い合わせ 消防防災課　内線３６８

平常時 災害時
要
介
護
者
の
支
援

避
難
所
の
運
営

情
報
収
集
伝
達
活
動

初
期
消
火
活
動

避
難
誘
導
活
動

救
出
救
護
活
動

給
食
給
水
活
動

防
災
知
識
の
習
得
・
啓
発
活
動

避
難
所
の
確
認
・
点
検

防
災
訓
練
の
実
施

防
災
資
器
材
の
整
備
・
点
検

要
介
護
者
の
把
握

地
域
の
安
全
点
検

自主防災組織の活動

市内の自主防災組織
【下館地区】富士見町、茂田第一東第８班南平台、栗島、久下田宿、
新花町、岡芹、旭ヶ丘、幸町一丁目、幸町二丁目、幸町三丁目、西原、
文化町、新開、上平塚、玉戸、内戸、南町、折本上区、神分、中舘中、
雁沼、外塚、中舘住宅、筑瀬、伊讃美、小塙、南大関、女方常緑、
大谷、市野辺、野殿、蕨、西方、榎生山、桜町、栄町、森添島、旭町、
稲荷町、折本下第一、西石田

【関城地区】船玉新町、三道、辻、桜塚北、馬場、分中北、分中南、
桜台、西原、吾妻、犬塚、藤ケ谷

【明野地区】大林、西松原、有田、東押尾、本郷、海老ヶ島下３、
東保末、赤浜２、三ツ谷、海老江、海老ヶ島上１、海老ヶ島上２、
海老ヶ島下１、海老ヶ島下２、海老ヶ島下４

【協和地区】栗崎、上星谷市営住宅、西蓮沼、東蓮沼、桜町

　災害が発生した直後は、下記の悪条件が重なり十分な支援活動ができなくなる
ことが予想されます。このようなとき、自主防災組織の活動が必要です。

　市には、自主防災組織に必要な災害対策用資機材の
購入費の一部を補助する制度があります。
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『
ま
た
い
つ
か
夏
に
。』

が
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
！

問
い
合
わ
せ

■
ち
く
せ
い
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
サ
ー
ビ
ス

　
　
　
　
　
　
（
商
工
観
光
課
内
）
☎
54

－

７
０
１
３

■
ち
っ
く
タ
ッ
グ
に
つ
い
て
…
企
画
課
☎
内
線
４
９
０

　

３
年
間
お
待
た
せ
し
ま

し
た
が
、
筑
西
オ
ー
ル
ロ

ケ
作
品
の
映
画
『
ま
た
い

つ
か
夏
に
。』
が
、
Ｄ
Ｖ

Ｄ
に
な
っ
て
発
売
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
！
筑
西
市
の
ほ
か
６
地
域

の
短
編
映
画
が
収
録
さ
れ
、
全
７
作
品
入
り
の

Ｄ
Ｖ
Ｄ
と
な
り
ま
す
。

　
『
ま
た
い
つ
か
夏
に
。』
は
、
撮
影
時
か
ら
多

く
の
市
民
の
み
な
さ
ん
に
撮
影
支
援
や
エ
キ
ス

ト
ラ
出
演
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
凱

旋
上
映
や
特
別
上
映
、
市
内
小
学
校
で
の
キ
ャ

自分たちのまちは
自分たちで守る！

地域のヒーロー消防団

  

厳
し
い
訓
練
に
耐
え
、
優
勝

　
　
仲
間
同
士
の
絆
深
ま
る

CHIKUSEI VOLUNTEER FIRE CORPS

　

10
月
19
日
、
古
河
市
中
央
運
動
公
園
で
「
第
65
回

茨
城
県
消
防
ポ
ン
プ
操
法
競
技
大
会
県
西
地
区
大
会
」

が
開
催
さ
れ
、
県
西
地
区
の
消
防
団
10
チ
ー
ム
の
精

鋭
た
ち
が
、
白
熱
し
た
戦
い
を
繰
り
広
げ
ま
し
た
。

　

消
防
団
は
、
普
段
は
自
分
の
職
業
や
学
業
を
持
ち

な
が
ら
、
平
常
時
に
は
地
域
の
防
火
・
防
災
の
担
い

手
と
し
て
、
ま
た
、
災
害
発
生
時
に
は
、
消
火
・
警

戒
な
ど
の
消
防
活
動
を
行
い
、
地
域
の
防
災
リ
ー
ダ
ー

と
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。

　

操
法
大
会
は
、
消
防
団
員
の
消
防
技
術
向
上
と
士

気
の
高
揚
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
開
催
さ
れ
て
お
り
、

各
消
防
団
が
、
い
か
に
速
く
か
つ
正
確
に
消
防
操
法

（
消
防
訓
練
に
お
け
る
基
本
的
な
器
具
操
作
・
動
作
の

方
式
）
を
行
う
か
を
競
い
ま
す
。

　

筑
西
市
消
防
団
か
ら
は
、
第
38
・
39
・
40
分
団
（
新

治
地
区
）
が
代
表
で
参
戦
。
６
月
か
ら
約
４
か
月
間

に
及
ぶ
早
朝
か
ら
の
厳
し
い
訓
練
の
成
果
を
遺
憾
な

く
発
揮
す
べ
く
、
大
会
に
臨
み
ま
し
た
。

　

筑
西
市
の
ポ
ン
プ
車
操
法
が
始
ま
る
と
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
操
作
を

決
め
て
い
く
度
に
仲
間
た
ち
か
ら
歓
声
が
沸
き
上
が
り
ま
す
。
選
手
た

ち
は
、
こ
の
日
の
た
め
に
支
え
て
く
れ
た
仲
間
た
ち
の
懸
命
な
声
援
に

後
押
し
さ
れ
、
大
舞
台
の
重
圧
の
中
、
見
事
な
ポ
ン
プ
操
法
を
披
露
。

指
揮
者
の
「
わ
か
れ
！
」
の
声
が
会
場
に
響
き
渡
る
と
、
そ
の
表
情
は

厳
し
い
訓
練
を
耐
え
抜
い
た
充
実
感
で
満
ち
て
い
ま
し
た
。

　

結
果
は
優
勝
。
筑
西
市
消
防
団
初
の
快
挙
で
す
。
選
手
た
ち
は
一

緒
に
戦
っ
て
き
た
仲
間
た
ち
と
大
喜
び
で
抱
き
合
い
、
大
粒
の
涙
を

流
し
ま
し
た
。
団
員
た
ち
は
、
優
勝
と
い
う
最
高
の
結
果
と
と
も
に

仲
間
同
士
の
大
切
な
絆き

ず
なや

結
束
力
を
手
に
入
れ
ま
し
た
。

　

操法大会の様子はこちらからご覧いただけます
http://www.city.chikusei.lg.jp/news.php?code=2479

消防団についての問い合わせは「消防防災課  内線３６９」まで

ち
く
っ

タ

グ
ッ

通信
 38

ラ
バ
ン
上
映
も
行

い
、
た
く
さ
ん
の

方
に
見
て
い
た
だ

い
た
作
品
で
す
。

　

筑
西
市
の
魅
力

が
詰
ま
っ
た
本
作

を
「
ま
だ
見
て
い

な
い
！
」
と
い
う

方
は
、
ぜ
ひ
、
Ｄ

Ｖ
Ｄ
で
ご
覧
く
だ

さ
い
！

　

発
売
日
は
、
決

定
次
第
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

　現在ちっくタッグでは、移動映画館を運営して
います。１回目は 11 月 22 日・23 日にしもだて
地域交流センター（アルテリオ）で行いました。
２回目は３月に開催予定です。日程が決定次第お
知らせしますので、お楽しみに！

　現在ちっくタッグでは、移動映画館を運営して

【今月の論語】 子
し

、四
し

を絶
た

つ。意
い な

毋く、必
ひ つ な

毋く、固
こ な

毋く、我
が な

毋し。

小学生　　　４日間
中学生　　　８日間
高校生　　各４日間
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軽自動車税の税率が引上げになります
　自動車関連税制の見直しに伴い、軽自動車税の税率が引き上げられます。

　○税率改正により、平成 26 年 10 月 1 日以後に開始した事業年度から、税率が引き下げられました。
　　平成 26年 9月 30日以前に開始した事業年度　⇒　14.7%　
　　平成 26年 10月 1日以後に開始した事業年度　⇒　12.1%

　
○法人市民税法人税割の税率が改正されることに伴い、平成 26 年 10 月 1 日以後に開始した最初の事業年度に係
　　る予定申告の法人税割額に限り、下記のとおり経過措置が設けられています。

　【平年度の予定申告の法人税割額】
　前事業年度の確定法人税割額 × ６ ÷ 12 ＝　予定申告の法人税割額
　※前事業年度が１年に満たない場合は、前事業年度の月数によって計算します。

　【経過措置： 平成 26年 10月 1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告の法人税割額】
　前事業年度の確定法人税割額 × 4.7 ÷ 12 ＝　予定申告の法人税割額
　※前事業年度が 1年に満たない場合は、前事業年度の月数によって計算します。
　○法人市民税均等割の税率は、従前のとおりとなります。

注①　平成 27 年４月１日以降に最初の新規登録を受けるものから新税率が適用になります。（平成 27 年３月 31 日ま
       でに最初の新規登録を受けたものについては、現行の税率が適用になります。）
注②　平成 28 年４月１日から、初年度登録から 13 年を経過した三輪以上の軽自動車について、標準税率のおおむね
        20％の重課が適用になります。

　○税率改正により、平成 26 年 10 月 1 日以後に開始した事業年度から、税率が引き下げられました。

法人市民税法人税割の税率改正のお知らせ

問い合わせ　市民税課　軽自動車税に関すること　内線４７４
　　　　　　　　　　　法人市民税に関すること　内線４５２

車　種　区　分 税率（年額：円）
平成 26 年度まで 平成 27 年度以降

　原動機付自転車

　50cc 以下 1,000 2,000
　50cc 超 90cc 以下 1,200 2,000
　90cc 超 125cc 以下 1,600 2,400
　ミニカー 2,500 3,700

　二輪の軽自動車 　125cc 超 250cc 以下 2,400 3,600
　二輪の小型自動車 　250cc 超 4,000 6,000
　ボート・トレーラー 2,400 3,600

　小型特殊自動車

　農耕用二輪 1,600 2,000
　農耕用四輪（1,000cc 以下） 2,400 3,000
　農耕用四輪（1,000cc 超） 3,100 3,900
　その他 4,700 5,900

車　種　区　分
税率（年額：円）

平成 27 年３月 31 日
までの登録車

平成 27 年４月１日
以降の登録車注①

初年度登録後 13 年経過
（経年重課）注②

軽自動車

　三輪 3,100 3,900 4,600

四輪以上
乗用 自家用 7,200 10,800 12,900

営業用 5,500 6,900 8,200

貨物 自家用 4,000 5,000 6,000
営業用 3,000 3,800 4,500
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